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１　

問
題
と
本
稿
の
概
要

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
や
コ
ロ
ナ
禍
の
巣

ご
も
り
需
要
に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信

販
売
の
市
場
が
拡
大
し
た
（
注
１
）。
そ
し
て
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
達
に
よ
り
、
広
告
手
法
も
多
様
化

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
企
業
は
自
己
が
供
給
す

る
商
品
ま
た
は
役
務（
以
下「
商
品
等
」と
い
う
）

の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
を
委
託
し
た
り
、
ま

た
は
、
影
響
力
が
あ
る
者
、
す
な
わ
ち
イ
ン
フ

ル
エ
ン
サ
ー
に
ウ
ェ
ブ
広
告
を
委
託
し
た
り
す

る
機
会
も
増
え
た
。

　

一
方
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
は
、
そ
の
仕

組
み
か
ら
、景
表
法（
注
２
）や
薬
機
法（
注
３
）

等
の
広
告
規
制
に
違
反
し
、
ま
た
は
、
違
反
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
生
じ
や
す
い
性
質
が

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
昨
今
、
図
表
１
の

と
お
り
、
違
法
な
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
へ
行

政
上
お
よ
び
刑
事
上
の
措
置
を
と
る
例
等
が
増

加
し
て
い
る
ほ
か
、
消
費
者
庁
は
、「
ア
フ
ィ
リ

エ
イ
ト
広
告
等
に
関
す
る
検
討
会
」を
設
置
し
、

同
検
討
会
で
の
報
告
書（
注
４
）（
以
下「
報
告
書
」

と
い
う
）
を
踏
ま
え
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告

に
対
応
す
る
た
め
、「
事
業
者
が
講
ず
べ
き
景
品

類
の
提
供
及
び
表
示
の
管
理
上
の
措
置
に
つ
い

て
の
指
針
」（
以
下「
管
理
上
の
措
置
の
指
針
」と

い
う
）
お
よ
び
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
消
費
者
取
引

に
係
る
広
告
表
示
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の

問
題
点
及
び
留
意
事
項
」（
以
下
「
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
留
意
事
項
」と
い
う
）を
改
訂
し
た（
注
５
）。

特集-④

（注１） 経済産業省商務情報政策局情報経済課「令和３年度電子商取引に関する市場調査報告書」（2022年年8月）

（注２） 不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）

（注３） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

（注４） 消費者庁アフィリエイト広告等に関する検討会「アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書」（2022年2月15日）

（注５） 消費者庁「「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「インターネット消費者取引に係る広告表
示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案に関する意見募集の結果の公示について」（2022年6月29日）

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
・

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

に
関
す
る

景
表
法
の
実
務
対
応 

弁
護
士　

染
谷
隆
明
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ま
た
、
実
際
に
は
広
告
で
あ
る
の
に
広
告
で

あ
る
こ
と
を
識
別
さ
せ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ

ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
も
、
多
く
の
炎
上
事
案

を
引
き
起
こ
し
た
り
一
般
消
費
者
に
欺
瞞ま
ん

的

効
果
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
が
、
従
来
指
摘
さ

れ
て
き
た
（
注
９
）。
こ
の
点
、
報
告
書
は
ス
テ

ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
実
態
調
査
を
し
た
上

で
、
景
表
法
の
対
応
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
べ

き
こ
と
を
明
記
し
（
注
10
）、
消
費
者
庁
は
、
ス

テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
検
討
会
を

設
置
し
、
二
〇
二
二
年
中
に
検
討
結
果
を
報
告

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
注
11
）。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
企
業
は
、
ア
フ

ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
を
は
じ
め
第
三
者
に
広
告
を

委
託
す
る
場
合
に
は
不
当
表
示
と
な
ら
な
い
よ

う
、
ま
た
、
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
な

ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で

は
、
第
三
者
に
広
告
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る

場
合
の
う
ち
、
特
に
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
と

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
取
り
上
げ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
は
、

そ
の
仕
組
み
上
、
不
当
表
示
が
発
生
し
や
す
い

構
造
に
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
（
後
記
２
（
１
）

（
２
））。
そ
の
上
で
、
広
告
主
が
ア
フ
ィ
リ
エ
イ

ト
広
告
を
行
っ
た
場
合
に
関
す
る
景
表
法
の
適

用
関
係
の
概
要
を
解
説
す
る
（
後
記
２
（
３
））。

そ
し
て
、
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
関
す

る
現
状
の
景
表
法
の
整
理
と
今
後
の
対
策
の
方

向
性
を
整
理
す
る
（
後
記
３
）。
最
後
に
、
ア
フ

ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
適
正
化
と
ス
テ
ル
ス
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
を
防
止
す
る
た
め
の
管
理
上
の
ポ

イ
ン
ト
を
説
明
す
る
（
後
記
４
）。

２ 　

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
と

　

景
表
法

（
１
）
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
と
は

　

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

は
次
の
と
お
り
説
明
さ
れ
（
注
12
）、
ウ
ェ
ブ
広

告
に
お
け
る
成
功
報
酬
型
広
告
を
指
す
と
さ
れ

て
い
る
。

【
ア
フ
ィ
エ
イ
ト
広
告
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
】

　

比
較
サ
イ
ト
、
ポ
イ
ン
ト
サ
イ
ト
、
ブ
ロ

グ
そ
の
他
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
運
営
者
等
が

当
該
サ
イ
ト
等
に
当
該
運
営
者
等
以
外
の
者

が
供
給
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
バ
ナ
ー
広

告
… 

、
商
品
画
像
リ
ン
ク
及
び
テ
キ
ス
ト

リ
ン
ク
等
を
掲
載
し
、
当
該
サ
イ
ト
を
閲
覧

し
た
者
が
バ
ナ
ー
広
告
、
商
品
画
像
リ
ン
ク

及
び
テ
キ
ス
ト
リ
ン
ク
等
を
ク
リ
ッ
ク
し
た

り
、
バ
ナ
ー
広
告
、
商
品
画
像
リ
ン
ク
及
び

テ
キ
ス
ト
リ
ン
ク
等
を
通
じ
て
広
告
主
の
サ

イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
広
告
主
の
商
品･

サ

ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
り
、
購
入
の
申
し
込
み

を
行
っ
た
り
し
た
場
合
な
ど
、
あ
ら
か
じ
め

図表１　最近のアフィリエイト広告をめぐる動き

⑴ 2016年6月30日
消費者庁　健康食品ガイドライン（注６）においてア
フィリエイト広告における景表法および健康増進法の
適用の整理を行う。

⑵ 2018年6月15日

消費者庁　㈱ブレインハーツに対する景表法に基づく
措置命令（消表対第667号等）。措置命令のうち、誤認
排除措置命令の周知方法に関し、アフィリエイト広告
に初めて言及。

⑶ 2020年3月31日 埼玉県　㈱ニコリオに対する景表法に基づく措置命
令。アフィリエイト広告を不当表示と認定。

⑷ 2020年7月20日
大阪府警　健康食品会社および広告代理店2社の役職
員らが、未承認医薬品のアフィリエイト広告をしたと
して、薬機法68条違反の被疑事実で逮捕と報道（注７）。

⑸ 2020年8月19日
消費者庁　「特定商取引法及び預託法の制度の在り方
に関する検討委員会報告書」で、アフィリエイト広告
に関する問題を引き続きの検討課題とする。

⑹ 2021年3月1日
消費者庁　㈱Libeiro、㈱シズカニューヨークが販売す
る化粧品等のアフィリエイト広告が虚偽・誇大である
とし、消費者安全法に基づく注意喚起。

⑺ 2021年3月3日
消費者庁　㈱T.Sコーポレーションに対する景表法に
基づく措置命令。消費者庁がアフィリエイト広告を不
当表示と認定した初の事例。

⑻ 2021年3月17日 大阪府警　未承認医薬品の広告を行ったアフィリエイ
ターを薬機法68条違反の疑いで送致と報道（注８）。

⑼ 2021年11月9日
消費者庁　㈱アクガレージおよびアシスト㈱に対する
景表法に基づく措置命令（消表対第1794号から第1797
号）。アフィリエイト広告を広告主の不当表示と認定。

⑽ 2022年2月15日 消費者庁　「アフィリエイト広告等に関する検討会 報
告書」公表。

⑾ 2022年4月27日
消費者庁　㈱DYMに対する景表法に基づく措置命令
（消表対第546号・第547号）。アフィリエイト広告を
広告主の不当表示と認定。

⑿ 2022年6月29日 消費者庁　アフィリエイト広告に対応した「管理上の
措置の指針」および「インターネット留意事項」を改訂。

出所： 染谷隆明「アフィリエイト広告のしくみと法規制」（国民生活2022年2月号）出所： 染谷隆明「アフィリエイト広告のしくみと法規制」（国民生活2022年2月号）
2頁の表に加筆。2頁の表に加筆。

（注６） 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」（2020年4月1日一部改定）6頁

（注７） 通販新聞「ヘルスケア表示 拱手の代償② 事件の入口と出口」（2020年8月20日）ほか

（注８） 共同通信「「アフィリエイター」を書類送検　違法広告の疑い、大阪府警」（2021年3月17日）

（注９） いわゆるペニーオークション詐欺事件や、食べログに掲載しているレストランが食べログ上にさくら広告を掲載していた事件など数多くのものがある。

（注10） 「報告書」62頁

（注11） 消費者庁「ステルスマーケティングに関する検討会の開催について」（2022年9月9日）

（注12） 「インターネット留意事項」8頁
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定
め
ら
れ
た
条
件
に
従
っ
て
、
ア
フ
ィ
リ
エ

イ
タ
ー
に
対
し
て
、
広
告
主
か
ら
成
功
報
酬

が
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

典
型
的
な
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
商
流
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ブ
ロ
グ

そ
の
他
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
運
営
者
等
が
、
広

告
主
が
供
給
す
る
商
品
等
の
広
告
を
、
当
該
広

告
主
の
販
売
サ
イ
ト
の
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
と
と

も
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
イ
ト
閲
覧

者
を
広
告
主
の
商
品
等
販
売
サ
イ
ト
に
遷
移
さ

せ
、
広
告
主
の
商
品
等
を
購
入
さ
せ
る
こ
と
を

誘
引
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広

告
の
中
に
は
広
告
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
は
な

い
記
事
広
告
（
い
わ
ゆ
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
広
告
）

も
あ
る
。
こ
う
し
た
広
告
を
す
る
者
を
ア
フ
ィ

リ
エ
イ
タ
ー
と
い
う
。
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に

は
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
メ
デ
ィ
ア
等
を
営
む

大
企
業
も
い
れ
ば
、
個
人
で
副
業
と
し
て
ア
フ

ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
を
行
う
者
も
い
る
。

　

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
に
は
、
通
常
、
広
告

主
と
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
の
間
を
取
り
持
つ
Ａ

Ｓ
Ｐ
（
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ

ダ
ー
）
が
存
在
す
る
。
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
は
、

Ａ
Ｓ
Ｐ
と
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
契
約

を
締
結
し
た
上
で
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
が
紹
介
す
る
広
告

主
の
商
品
等
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
作
成

お
よ
び
掲
載
を
行
う
。
ま
た
、
広
告
主
は
、
Ａ

Ｓ
Ｐ
と
の
間
で
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
委
託
契

約
を
行
う
（
広
告
主
と
Ａ
Ｓ
Ｐ
の
ア
フ
ィ
リ
エ

イ
ト
広
告
委
託
契
約
の
間
に
広
告
代
理
店
が
介

在
す
る
例
も
あ
る
）。
一
方
、
広
告
主
と
ア
フ
ィ

リ
エ
イ
タ
ー
の
間
に
は
契
約
関
係
が
な
い
の
が

通
常
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
条
件
に
従
っ
て
、
広
告
主
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｐ
を

通
じ
て
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に
報
酬
が
支
払
わ

れ
る
。

（
２
）
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
不
当
表
示
問
題

　

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
は
、
広
告
報
酬
が
支
払

わ
れ
る
条
件
を
満
た
す
た
め
、
虚
偽
・
誇
大
な

表
現
を
用
い
た
広
告
を
作
成
す
る
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
働
く
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
前
述
の
と
お
り
、
広
告
主
は
、
ア
フ

ィ
リ
エ
イ
タ
ー
と
の
間
で
直
接
の
契
約
関
係
が

な
く
、
あ
く
ま
で
Ａ
Ｓ
Ｐ
（
ま
た
は
広
告
代
理

店
）
を
通
じ
て
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に
指
示
で

き
る
に
す
ぎ
ず
、
広
告
内
容
の
審
査
が
行
き
届

か
な
い
こ
と
が
あ
る
。
加
え
て
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
に
お

い
て
も
、
そ
の
契
約
す
る
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー

の
数
が
膨
大
で
あ
り
、
す
べ
て
の
広
告
を
事
前

審
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
は
、
広

告
報
酬
条
件
に
加
え
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
へ

の
監
督
が
十
分
に
機
能
し
な
い
構
造
に
よ
っ
て
、

不
当
表
示
が
起
き
や
す
い
状
況
に
あ
る
。

（
３
）
ア
フ
ィ
エ
イ
ト
広
告
と
景
表
法
の
適
用

　

景
表
法
は
、「
事
業
者
は
、
自
己
の
供
給
す
る

商
品
又
ま
た
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
表
示
を
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
（
同
法
５
条
柱

書
）。
こ
の
た
め
、
広
告
主
が
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト

広
告
を
「
表
示
を
し
」
た
と
い
え
る
か
が
検
討
対

象
と
な
る
。

図表２　アフィリエイト広告の商流

ASP
（アフィリエイト

サービスプロバイダー）

商品

契約
（アフィリエイト
サービス）

契約（パートナー）報酬報酬
＋

手数料

注文注文

アフィリエイター
アフィリエイトサイト

バナー広告

＋
手数

広告主 消費者者

出所：「インターネット留意事項」9頁
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ま
ず
、「
表
示
を
し
」
た
と
は
、「
表
示
内
容
の

決
定
に
関
与
し
た
事
業
者
」を
い
う
と
こ
ろ
、「
他

の
事
業
者
に
そ
の
決
定
を
委
ね
た
事
業
者
」
も

含
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
実
務
に
定
着
し
て

い
る
（
注
13
）。
こ
の
た
め
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト

広
告
は
、
原
則
と
し
て
、
広
告
主
が
表
示
内
容

の
決
定
を
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に
委
ね
た
と
い

う
場
合
に
は
、
広
告
主
が
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広

告
の
「
表
示
を
し
」
た
と
い
う
評
価
が
可
能
と

な
る
。
報
告
書
に
お
い
て
も
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ

ト
広
告
の
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、「
ア
フ
ィ
リ
エ

イ
ト
広
告
の
表
示
内
容
に
つ
い
て
は
、
…
ま
ず

は
「
表
示
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
事
業
者
」

と
さ
れ
る
広
告
主
が
責
任
を
負
う
べ
き
主
体
で

あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
に

基
づ
き
、
す
で
に
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
が
不

当
表
示
で
あ
る
と
し
て
広
告
主
に
措
置
命
令
を

行
っ
た
事
例
が
あ
る
こ
と
は
図
表
１
で
示
し
た
。

　

一
方
で
、管
理
上
の
措
置
の
指
針
に
お
い
て
、

消
費
者
庁
は
、「
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
利
用
し
た
広
告
主
に
よ
る
広
告
と
は
認
め

ら
れ
な
い
実
態
に
あ
る
も
の
」
は
、「
広
告
主
が

表
示
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
と
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
趣
旨
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
景
表
法
は
表
示
内
容
規

制
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
違
反
に
よ
る
行
政
上
の

措
置
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
不
当
な
内
容
の

表
示
の
決
定
に
関
与
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
利
用
し
た
広
告
主
に
よ
る
広
告
と
は
認

め
ら
れ
な
い
実
態
に
あ
る
」
場
合
に
は
、
不
当
な

内
容
の
表
示
に
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
、
景
表
法
の
措
置
の
対
象
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ア
フ

ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
た
広
告
主

に
よ
る
広
告
と
は
認
め
ら
れ
な
い
実
態
に
あ
る

も
の
」
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
条
件
を
す
べ

て
満
た
す
よ
う
な
例
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

（
注
14
）。

・ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
モ
ー
ル
な
ど
に
出
店
す
る

場
合
、
同
時
に
、
当
該
モ
ー
ル
事
業
者
の
ア

フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
加
入
し
な
く

て
は
な
ら
な
い

・ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
会
員
で
あ
る
ア

フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
は
、
全
出
店
事
業
者
が
扱

う
全
商
品
の
中
か
ら
任
意
で
紹
介
し
た
い
商

品
を
選
択
で
き
、
当
該
商
品
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
商
品
ペ
ー
ジ
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
共
有

ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
感
想
等
紹
介
文
を

入
力
す
る
と
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
が
選
択

し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
、
当
該
商
品
ペ
ー
ジ
の
ア
フ

ィ
リ
エ
イ
ト
リ
ン
ク
が
、
当
該
ア
フ
ィ
リ
エ

イ
タ
ー
が
入
力
し
た
感
想
等
紹
介
文
と
と
も

に
投
稿
さ
れ
る

・ 

広
告
主
で
あ
る
販
売
事
業
者
と
、
ア
フ
ィ
リ

エ
イ
タ
ー
で
あ
る
利
用
者
と
の
間
に
は
、
感

想
等
紹
介
文
に
つ
い
て
一
切
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
な
く
、
広
告
主
で
あ
る
販
売
事

業
者
か
ら
は
、
ど
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
が

ど
の
商
品
を
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
紹
介
し
た
か
や
、

ど
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
が
ど
の
く
ら
い
報

酬
を
得
る
か
等
は
確
認
で
き
ず
、
か
つ
、
表

示
内
容
の
修
正
を
求
め
る
契
約
上
の
権
利
も

存
在
し
な
い

３　

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

（
１
）
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と

そ
の
問
題
点

　

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、
法
令
上

の
用
語
で
は
な
い
が
、
消
費
者
に
広
告
と
気
付

か
れ
な
い
態
様
で
行
う
広
告
で
あ
る
（
い
わ
ゆ

る
広
告
表
示
が
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
記
事
広

告
を
含
む
）。

　

景
表
法
の
適
用
と
い
う
意
味
で
は
、
消
費
者

に
広
告
と
気
付
か
れ
な
い
態
様
で
行
う
こ
と
そ

れ
自
体
が
不
当
表
示
の
違
反
要
件
を
充
足
す
る

の
か
、
す
な
わ
ち
、「
著
し
く
」
優
良
で
あ
る
と

示
し
た
と
い
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
（
景
表

法
５
条
１
号
）。

　

こ
の
点
、消
費
者
庁
は
、例
え
ば
、「
体
験
談
」

に
関
し
、「
有
償
、
無
償
を
問
わ
ず
、
肯
定
す
る

よ
う
特
に
依
頼
し
た
体
験
談
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
般
の
利
用
者
の
体
験
談
で
あ
る
か

の
よ
う
に
表
示
す
る
場
合
」
に
は
、「
景
品
表
示

法
上
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
の
考
え

を
公
表
し
て
い
る
（
注
15
）。
し
か
し
、
こ
の
考

え
方
を
適
用
し
た
処
分
例
は
存
在
せ
ず
、ま
た
、

過
去
消
費
者
庁
が
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

（注13） 東京高裁平成20年5月23日判決（審決集55巻842頁）

（注14） なお、「「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」
の一部改正案に関する主な御意見及び当該御意見に対する考え方」18頁も参照。

（注15） 消費者庁「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制（事
後チェック）の透明性の確保等に関する指針」第2・2⑸
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を
取
り
上
げ
た
と
さ
れ
る
措
置
命
令
事
案
は
、

い
ず
れ
も
、
№
１
表
示
や
効
果
・
性
能
を
表
示

し
た
の
に
当
該
表
示
を
裏
付
け
る
合
理
的
根
拠

資
料
が
な
か
っ
た
こ
と
を
不
当
表
示
と
認
定
し

た
も
の
で
あ
っ
て
（
注
16
）、
消
費
者
に
広
告
と

気
付
か
れ
な
い
態
様
で
行
う
表
示
を
不
当
表
示

と
認
定
し
た
も
の
は
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
が
「
著
し
く
」
に
該
当
す
る
か
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
と
し
て
も
、
一
般
消
費
者
と
し
て

は
、
中
立
な
第
三
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
の

誇
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
接
す
る
広

告
に
比
べ
て
、
商
品
等
の
選
択
に
影
響
を
与
え

る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
消
費
者
が
あ

ら
か
じ
め
広
告
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
方
が

望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
実
態
も
み
ら
れ
（
注

17
） 

、
そ
う
で
あ
れ
ば
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
に
対
応
す
る
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）
海
外
法
制
の
動
向

　

海
外
に
お
け
る
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

の
動
向
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
今
後
日
本
に

お
い
て
規
制
手
法
を
検
討
す
る
上
で
は
参
考
と

な
る
。

米
国
：
広
告
主
か
ら
ブ
ロ
ガ
ー
に
対
し
て
商
品

等
の
無
償
で
の
提
供
や
記
事
掲
載
へ
の
対
価
の

支
払
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
消
費
者
が
合
理
的
に

予
測
し
得
な
い
よ
う
な
「
重
大
な
関
係
」
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
関
係
の
開
示
が
な
さ
れ
な

い
限
り
、Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
５
条
で
違
法
と
さ
れ
る「
不

公
正
・
欺
瞞
的
な
行
為
又
は
慣
行
」
に
該
当
す

る
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
：
不
公
正
取
引
行
為
指
令
で
は
、
メ
デ
ィ

ア
の
論
説
記
事
を
利
用
し
て
自
社
の
商
品
等
の

販
売
促
進
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
広
告
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
し
な
い

こ
と
が
不
公
正
な
取
引
行
為
と
さ
れ
て
い
る（
不

公
正
取
引
行
為
指
令
５
条
別
添
11
）。
そ
れ
以

外
に
も
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
念
頭
に

置
い
た
禁
止
行
為
が
存
在
す
る
（
同
11a
、
22
、

23b
、
23c
）。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
：「
電
子
商
取
引
に
お
け
る
消
費
者

保
護
」
に
係
る
勧
告
に
お
い
て
も
、
商
品
等
に

関
す
る
推
薦
を
活
用
し
た
広
告
は
、
そ
の
推
薦

者
と
事
業
者
と
の
間
に
、
そ
の
推
薦
の
信
用
性

に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
重
要
な
関
係
が
あ
る

場
合
に
は
、
明
瞭
か
つ
目
立
つ
よ
う
に
、
そ
の

関
係
を
開
示
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　（
３
）
今
後
の
規
制
の
方
向
性

　

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
問
題
点
は
、

消
費
者
が
、
口
コ
ミ
情
報
な
ど
に
よ
る
商
品
等

の
推
薦
は
、
中
立
・
公
正
な
第
三
者
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
か
ら
、

あ
る
程
度
の
誇
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
広
告
に
比
べ
て
、
消
費
者
の
商
品
等
の
選

択
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
点

に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
消
費
者
を
こ
の
よ
う
な

影
響
力
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
は
、
広
告
主
と

商
品
等
を
推
薦
す
る
者
と
の
間
の
利
害
関
係
を

開
示
す
る
こ
と
が
直
接
的
で
あ
る
。
対
策
の
方

向
性
と
し
て
は
、
広
告
で
あ
る
こ
と
の
識
別
性

を
確
保
す
る
義
務
を
、
①
法
改
正
ま
た
は
②
指

定
告
示
（
注
18
）
に
よ
っ
て
追
加
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

４ 　

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
適

正
化
・
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
防
止
の
た
め
の
管
理
体
制

（
１
）
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
適
正
化

　

自
社
の
表
示
等
に
関
連
す
る
部
門
に
対
し
て
、

景
表
法
の
周
知
啓
発
を
行
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、

景
表
法
の
審
査
を
す
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
等
や

表
示
が
自
社
外
に
発
出
さ
れ
る
場
合
の
審
査
フ

ロ
ー
な
ど
を
整
備
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
依
然

変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
に
特
化
し
た
。

①　

Ａ
Ｓ
Ｐ
／
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
の
選
定

　

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
す
る

た
め
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
と
契
約
を
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
た
め
、
自
社
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広

告
を
行
う
上
で
必
要
な
管
理
体
制
を
有
す
る
Ａ

Ｓ
Ｐ
で
あ
る
か
、
当
該
Ａ
Ｓ
Ｐ
の
下
に
い
る
ア

フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
は
ど
の
よ
う
な
層
な
の
か（
企

業
か
、
個
人
か
、
専
門
性
が
あ
る
か
等
）、
ど
こ

（注16） 2017年11月２日㈱ARSおよび㈱リュウセンに対する措置命令（消表対1513号・消表対
1514号）および2020年3月10日㈱ゼネラルリンクに対する措置命令（消表対372号）など。

（注17） 管理上の措置の指針は、アフィリエイト広告における「広告」である旨の表示を行うことが
望ましいとする（「事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の具体的事例」８⑴）。

（注18） 日本弁護士連合会「ステルスマーケティングの規制に関する意見書」（2017年）。なお、第5回
ステルスマーケティングに関する検討会において、指定告示によって対応する案が示唆され
ている（「資料3　主な検討事項のこれまでの整理と今後の検討の視点（事務局資料）」11頁）。
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ま
で
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
管
理
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
の
か
な
ど
事
前
に
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
。
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
を
適
切
に
管
理

で
き
て
い
な
い
Ａ
Ｓ
Ｐ
と
は
契
約
を
す
べ
き
で

は
な
い
。

②　

運
用
の
問
題

　

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
す
る

場
合
に
は
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に
ど
の
よ
う

な
内
容
の
表
示
を
し
て
ほ
し
い
の
か
、
ど
の
よ

う
な
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
を
可
及
的

に
明
確
に
定
め
、
委
託
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
が
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に

広
告
主
に
よ
る
委
託
内
容
を
確
実
に
伝
達
し
、

か
つ
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
に
よ
り
遵
守
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
監
督
す
る
こ
と
を
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
と

の
契
約
上
で
担
保
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
委
託
し

た
表
示
内
容
を
明
確
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

委
託
内
容
か
ら
外
れ
た
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告

は
、「
他
の
事
業
者
に
そ
の
決
定
を
委
ね
」
て
お

ら
ず
、
広
告
主
が
「
表
示
を
し
」
た
こ
と
に
な

ら
な
い
余
地
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

次
に
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
事
前
ま
た

は
事
後
の
確
認
（
パ
ト
ロ
ー
ル
や
、
消
費
者
の

苦
情
を
受
け
た
事
実
確
認
を
含
む
）を
実
施
し
、

委
託
内
容
や
景
表
法
な
ど
に
違
反
し
、ま
た
は
、

違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
内
容
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ

ト
広
告
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
を
通
じ
て
削
除

・
修
正
を
求
め
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
仮
に
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
が
当

該
削
除
・
修
正
要
求
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、

当
該
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
ア
フ
ィ
リ
エ
イ

ト
タ
グ
を
外
し
、
報
酬
が
発
生
し
な
い
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
当
該
ア
フ

ィ
エ
イ
タ
ー
を
今
後
、
当
該
広
告
主
の
ア
フ
ィ

リ
エ
イ
ト
広
告
に
関
与
さ
せ
な
い
よ
う
Ａ
Ｓ
Ｐ

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
べ

き
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｐ
と
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
こ
う

し
た
こ
と
が
実
現
で
き
る
条
項
を
追
加
し
て
お

く
べ
き
で
あ
る
。

　（
２
）
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
防
止

　

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
防
止
す
る
た

め
に
は
、
広
告
主
が
第
三
者
に
委
託
し
た
広
告

が
、
広
告
主
の
広
告
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
識

別
さ
せ
る
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
の
た
め
、
当
該

広
告
に
は
、
①
広
告
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
用

語
を
、
②
視
認
性
が
優
れ
る
方
法
で
表
示
す
る

こ
と
と
な
る
。

　

①
の
広
告
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
用
語
に
つ

い
て
は
、「
広
告
」
や
「
Ｐ
Ｒ
」
は
広
告
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
や
す
い
が
、「A

m
bassador

」
や

「
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
広
告
で
あ

る
と
は
理
解
さ
れ
づ
ら
い
と
さ
れ
て
い
る
（
注

19
）。
ま
た
、
②
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
は
、
広

告
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
用
語
の
大
き
さ
、
表

示
場
所
（
サ
イ
ト
上
部
か
、
タ
ッ
プ
な
ど
動
作
を

す
る
こ
と
な
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
）、
文
字

の
色
（
背
景
と
対
照
色
か
）、
表
示
時
間
な
ど
に

よ
っ
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
た
め
、
企
業
と
し
て
は
、
第
三
者
に
広
告
を

委
託
す
る
場
合
に
当
該
広
告
に
記
載
す
べ
き
、

広
告
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
用
語
の
内
容
と
、

表
示
媒
体
（
ウ
ェ
ブ
記
事
広
告
、Instagram

な

ど
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
広
告
、
動
画
広
告
等
）
に
応
じ
た

当
該
表
示
場
所
に
関
し
て
社
内
で
整
理
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。 

そめや・たかあき

2010年弁護士登録。2014年～ 2016年消費者庁表示対策課勤務。
2018年10月に景表法を中心に取り扱う池田・染谷法律事務所を設
立。消費者庁当局の経験を活かした、広告規制を遵守しつつ利益を
最大化する広告戦略やマーケティング助言のほか、消費者庁調査対
応等の危機管理を最も得意とする。また、大手IT企業への出向経験
があり、アフィリエイト広告・ステルスマーケティングに関する最
前線での実務経験を有する。2021年参議院地方創生及び消費者問
題に関する特別委員会参考人（「取引DPF法」）。

（注19） 消費者庁「広告である旨の文言の
消費者の理解に関する意識調査」


